
児童発達支援給付費

（１） 児童発達支援給付費
①児童発達支援給付費の区分について
児童発達支援給付費の区分については、こども家庭庁長官が定める施設基準（平成24年厚生労働省告示第269号。以下「第269号告示」という。）に規定する人員基準、時間区分、障害
児の医療的ケア区分及び利用定員に応じ、算定することとされており、具体的には、次のとおりであること。
なお、時間区分及び障害児の医療的ケア区分の取扱いは１の（３の２）及び（４の２）を参照すること。
（一） 通所報酬告示第１の１のイを算定する場合
ア児童発達支援センターであること。
イ 児童指導員及び保育士並びに機能訓練担当職員の員数の総数が障害児の数を４で除して得た数以上であること。
（二） 通所報酬告示第１の１のロ（１）（一）、（２）（一）、又は（３）（一）を算定する場合
ア主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を受けた重症心身障害児以外の障害児について算定すること。
イ 次の（ⅰ）及び（ⅱ）又は（ⅲ）に該当すること。
（ⅰ） 指定通所基準第５条第１項の基準を満たしていること。
（ⅱ） 障害児のうち小学校就学前のものの占める割合が70％以上であること。
（ⅲ） 指定通所基準第５条第４項の基準を満たしていること。
（三） 通所報酬告示第１の１のロ（１）（二）、（２）（二）、又は（３）（二）を算定する場合
ア主として重症心身障害児を通わせる事業所において支援を受けた重症心身障害児以外の障害児について算定すること。
イ 指定通所基準第５条第１項の基準を満たしていること。
（四） 通所報酬告示第１の１のハを算定する場合
ア障害児が重症心身障害児であること。
イ 指定通所基準第５条第４項の基準を満たしていること。
（五） 通所報酬告示第１の１のニを算定する場合
指定通所基準第54条の２に規定する共生型児童発達支援の事業を行う事業所であること。
（五の二）通所報酬告示第１の１のホ（１）を算定する場合指定通所基準第54条の６から第54条の９までの規定による基準に適合する基準該当児童発達支援事業所であること。
（五の三）通所報酬告示第１の１のホ（２）を算定する場合
指定通所基準第54条の10から第54条の12までの規定による基準該当児童発達支援事業所であること。
（六） 営業時間が６時間未満に該当する場合の所定単位数の算定について
運営規程等に定める営業時間が６時間未満である場合は、減算することとしているところであるが、以下のとおり取り扱うこととする。
ア ここでいう「営業時間」には、送迎のみを実施する時間は含まれないものであること。
イ 個々の障害児の実利用時間は問わないものであり、例えば、６時間以上開所しているが、障害児の事情等によりサービス提供時間が６時間未満となった場合は、減算の対象とならないこと。また、５時間開所しているが、
利用者の事情等によりサービス提供時間が４時間未満となった場合は、４時間以上６時間未満の場合の割合を乗ずること。
ウ算定される単位数は４時間未満の場合は所定単位数の100分の70とし、４時間以上６時間未満の場合には所定単位数の100分の85とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を
含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。
（七）通所報酬告示第１の１のロに規定する報酬区分を判定する際に用いる障害児の数について
第１の１のロに規定する主として未就学児に対し指定児童発達支援を行う場合の報酬区分を判定する際に用いる障害児の数については、以下のとおり取り扱うこととする。
ア 当該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。）の延べ利用人数を用いる。
イ 小学校就学前の障害児の当該年度の前年度の延べ利用人数を、全障害児の延べ利用人数で除して得た数が70％以上であること。
なお、この割合の算出に当たっては、小数点第２位以下を切り上げるものとする。
ウ 多機能型事業所における報酬区分については、障害児の数を合算するのではなく、児童発達支援の報酬を算定している障害児の延べ利用人数により算出すること。
エ新設、増改築等の場合の障害児の数については、
（ⅰ） 新設又は増改築等を行った場合に関して、前年度において１年未満の実績しかない場合（前年度の実績が全くない場合を含む。）の障害児の数は、新設又は増改築等の時点から３月未満の間
は、新設又は増改築等の時点から体制届の提出までの間の在籍者数（契約者数）に占める小学校就学前の障害児の割合により報酬区分を判定することとし、新設又は増改築の時点から３月以上１年
未満の間は、新設又は増改築の時点から３月における障害児の延べ利用人数により算出すること。また、新設又は増改築の時点から１年以上経過している場合は、直近１年間における障害児の延べ
利用人数により算出すること。
（ⅱ） 定員を減少する場合には、減少後の実績が３月以上あるときは、減少後３月における障害児の延べ利用人数により算出すること。
（ⅲ） これにより難い合理的な理由がある場合であって、都道府県知事（指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の市長）が認めた場合には、他の適切な方法によ
り、障害児の数を推定することができるものとする。

こども家庭庁 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成24年３月30日障発0330第16号厚生労働省社
会・援護局障害保健福祉部長通 こども家庭庁知）
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福祉・介護職員等処遇改善加算
【キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ】
問４－１キャリアパス要件Ⅰで「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあるが、この「等」とはどのようなものが考えられるのか。
（答）
・ 法人全体の取扱要領や労働基準法上の就業規則作成義務のない事業場（常時雇用する者が１０人未満）における内規等を想定している。
・ なお、令和７年度の処遇改善計画書等の様式の中で、別紙様式２の参考２として、キャリアパスや賃金規程のモデル例を掲載しているため、就業規則作成義
務のない事業場においては特に参考にされたい。

問４－２キャリアパス要件Ⅱで「福祉・介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。
（答）
・ 様々な方法により、可能な限り多くの福祉・介護職員の意見を聴く機会（例えば、対面に加え、労働組合がある場合には労働組合との意見交換のほか、メー
ル等による意見募集を行う等）を設けるように配慮することが望ましい。

問４－３キャリアパス要件Ⅱの「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。
（答）
・ 「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や福祉・介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。
・ なお、例示するとすれば次のようなものが考えられる。
①利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、福祉・介護職員が技術･能力（例：介護技術、コミュニケーション能力、協調性、問題解決能力、
マネジメント能力等）の向上に努めること
②事業所全体での資格等（例：介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、保育士等）の取得率の向上

問４－６キャリアパス要件Ⅲとキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。
（答）
・ キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることま
では求めていないものである。一方、キャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。

問４－９ 「一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。
（答）
・ 昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に
応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。
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